
特定非営利活動法人ふれ愛ぴっく大阪クラブ 

平成 24年度クラブ会員入会について（お願い） 

 

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素は、ふれ愛ぴっく大阪クラブの活動に対し、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

当クラブも、平成９年に大阪で開催されました「第３３回全国身体障害者スポーツ大会」を契機に

設立年、特定非営利活動法人として活動し、2010年に設立10周年を迎えることができました。 

この間、全日本グランドソフトボール連盟のご指導を受け、グランドソフトボール競技の普及・発

展のため、各種大会へ競技役員を派遣するとともに、広報紙「モッピーだより」も25号と発刊を重

ね、多くの方々にグランドソフトボールの素晴らしさ・楽しさを伝えてまいりました。 

また、ホームページを開設、大会記録・ふれ愛ぴっく大阪クラブの活動状況等を細かく掲載、多く

の皆様方から評価をいただき、グランドソフトボール競技の情報発信基地としての重責を担っている

ところであります。 

平成 20年度から、ふれ愛ぴっく大阪クラブ独自の大会として、全盲・弱視・晴眼者等誰もが参加

できる「ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ」を開催し、チーム・個人成績をホームページで公表する

ことで、選手・チーム・グラソフ関係者等から大変喜ばれております。 

また、全国各地で開催されます大会に、多くの競技役員を派遣することにより、グランドソフトボ

ール競技関係者に協力団体として、広く認知されております。 

新年度を迎え、「2012ふれ愛グラソフ・ジャパンリーグ」開催（加盟チーム総当りのリーグ戦 4

月～11月）を計画し、現在参加チームの募集を行っております。 

大会を成功させるためには、会員各位に大会趣旨をご理解賜り、ご協力をいただくことを基として、

グランドソフトボール競技を更に普及･発展させるため、今後も努力してまいりたいと考えております。 

つきましては、公私何かと出費の重なる時期でありますが、当クラブの活動趣旨をご理解いただき、

平成23年度の正会員･賛助会員としてご入会いただき、会費を下記のとおり納入いただきますようよ

ろしくお願いします。 

          

記 

 

１ 正会員     入会金    １，０００ 円 

          会 費    ５，０００ 円／年（継続の方は会費のみ） 

２ 賛助会員    会 費    ２，０００ 円／年 

３ 送付先     ＮＰＯ法人 ふれ愛ぴっく大阪クラブ 

            〒582-0009  柏原市大正１丁目4番２4号（藤森洋幸方） 

                 電話・FAX   072-972-4512 

 

郵便振替口座番号 ００９６０－４－１４９１９５   

ＮＰＯふれ愛ぴっく大阪クラブ 

 

 

同封の「郵便振替払込書」をご利用いただき、送金いただきますようよろしくお願いします。 

なお、名簿作成の必要上、郵便番号･住所･氏名･電話番号（ＦＡＸ番号も含む）も、ご記入よろしくお願いします。 

 

ふれ愛ぴっく大阪クラブホームページ   http://www.kawachi.zaq.ne.jp/fureai/ 



 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 

ふれ愛ぴっく大阪クラブ入会申込書 

 

特定非営利活動法人 

   ふれ愛ぴっく大阪クラブ 

     理事長 川 口  衷 様 

 

   私は、特定非営利活動法人 ふれ愛ぴっく大阪クラブ の設立趣旨に賛同し、 

 

□ 正 会員  

         として、入会いたします。 

□ 賛助会員  

 

    平成 24年  月  日 

             

 氏 名                ㊞ 

              

住 所 〒   － 

            市         丁目   番   号 

             電 話           

             ＦＡＸ 

             Ｅメール  
特定非営利活動法人 ふれ愛ぴっく大阪クラブ定款 

   （目 的） 

第２条 この法人は、視覚障害者がスポーツを通じて、体位向上と社会参加並びに 

   相互の親睦と交流を深め、障害者の福祉増進を目指している中で、この趣旨 

に賛同し、グランドソフトボール競技の運営と協力を行うことにより、グラ 

ンドソフトボールを普及・発展させ、障害者福祉の推進に寄与することを目 

的とする。 

（会 員） 

第３条 この法人の会員は、次の２種類とし、正会員を持って特定非営利活動法人 

上の社員とする。 

（１） この法人の目的に賛同し、入会した個人又は法人 

（２） この法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

     正 会員  入会金    １，０００ 円 

           会 費    ５，０００ 円／年 

        賛助会員   会 費    ２，０００ 年／年 

 

特定非営利活動法人  ふれ愛ぴっく大阪クラブ（平成１３年２月２日 大阪府知事認証） 


